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情報のコーナー

加東市役所は土・日・祝日、12月29日か
ら翌年の1月3日を除き、8:30から17:15
まで開庁しています。市民課のみ火曜
日は19:15まで業務延長しています。
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防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
を
助
成

　

加
東
市
で
は
、
安
全
・
安
心
の

ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
、
防

犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
地
区
・
自

治
会
等
の
団
体
に
対
し
、
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

補
助
率

　

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
費
用
の
1
／
3

補
助
額

　

1
か
所
に
つ
き
、
上
限
8
万
円

※
申
請
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
防

　

災
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

協
働
部
防
災
課
（
庁
舎
4
階
）

　

☎
4
3
・
0
4
0
3

女
性
の
た
め
の
相
談

　

夫
婦
や
家
族
の
こ
と
、
職
場
や

地
域
で
の
人
間
関
係
な
ど
の
悩
み

に
つ
い
て
、
専
門
の
相
談
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。

（
秘
密
厳
守
・
無
料
・
託
児
あ
り
）

日　

時　

5
月
9
日
（月）
・
23
日
（月）

　

10
時
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時

場　

所　

や
し
ろ
こ
ど
も
の
い
え

相
談
方
法

①
電　

話　
☎
0
9
0・6
7
3
6・6
6
1
1

②
面　

接　
１
人
50
分
程
度（
要
予
約
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　
（
庁
舎
1
階
）

　

☎
4
3
・
0
4
0
8

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

　

一
人
ひ
と
り
が
身
近
な
差
別
や

偏
見
に
つ
い
て
考
え
、
人
権
を
尊

重
す
る
社
会
づ
く
り
の
き
っ
か
け

と
な
る
よ
う
、
特
設
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。

　

人
権
問
題（
差
別
・
私
的
制
裁
・

い
や
が
ら
せ
・
い
じ
め
な
ど
）
で

お
悩
み
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。相
談
は
無
料
で
、秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

日　

時　

6
月
1
日
（水）

　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場　

所

　

社
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階 

相
談
室

相
談
担
当
者　

人
権
擁
護
委
員

問
い
合
わ
せ

　

○
神
戸
地
方
法
務
局

　
　

☎
4
2
・
0
2
0
1

　

○
教
育
委
員
会
人
権
教
育
課

　
　
（
庁
舎
4
階
）

　
　

☎
4
3
・
0
5
4
4

年
金
相
談（
予
約
制
）

　

明
石
年
金
事
務
所
員
が
相
談
に

応
じ
ま
す
。

日　

時　

5
月
27
日
（金）

　

10
時
20
分
〜
15
時
20
分

場　

所　

社
福
祉
セ
ン
タ
ー

定　

員　

16
人

受
付
開
始　

5
月
6
日
（金）

申
込
方
法　

電
話
で
住
所
・
氏
名
・

　

生
年
月
日
・
電
話
番
号
・
基
礎

　

年
金
番
号
・
相
談
内
容
を
お
知

　

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

※
年
金
給
付
に
関
す
る
相
談
の

　
　

み
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

市
民
生
活
部
保
険
・
医
療
課

　
（
庁
舎
1
階
）

　

☎
4
3
・
0
5
0
1

電
話
で
も
年
金
給
付
に
関
す
る

相
談
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。

○
今
回
の
受
付
期
間
終
了
後
も
入

　

所
申
込
を
受
け
付
け
ま
す
が
、受

　

付
期
間
中
の
申
し
込
み
を
優
先

　

し
て
審
査
し
ま
す
。

○
障
が
い
が
あ
る
、ま
た
は
障
が
い

　

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
児
童
に
つ

　

い
て
は
、事
前
に
子
育
て
支
援
課

　

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　
（
庁
舎
1
階
）

　

☎
4
3
・
0
4
0
8

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

平
成
28
年
度
第
1
回
市
営
住
宅

入
居
者
募
集
を
行
い
ま
す
。

応
募
期
限　

5
月
16
日
（月）

募
集
住
宅　

鴨
川
団
地
・
嬉
野
台

　

団
地
・
下
三
草
団
地
・
河
高
団

　

地
・
森
団
地

申
込
方
法　

申
込
書
に
必
要
事
項

　

を
記
入
の
う
え
、
必
要
な
書
類

　

を
添
え
て
、
地
域
整
備
課
に
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
・

　

必
要
な
書
類
の
案
内
書
は
地
域

　

整
備
課
に
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

ま
ち
・
農
整
備
部
地
域
整
備
課

　
（
庁
舎
3
階
）

　

☎
4
3
・
0
5
1
7

ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の

入
所
児
童
募
集

対　

象　

放
課
後
に
、保
護
者
や
同

　

居
の
親
族
が
、仕
事
や
病
気
な
ど

　

の
理
由
に
よ
り
、家
庭
で
保
育
を

　

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
市
内
小

　

学
校
1
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で

　

の
児
童
、お
よ
び
特
別
支
援
学
校

　

の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
児
童

受
付
期
間

　

5
月
2
日
（月）
か
ら
31
日
（火）
ま
で

　

※
今
回
の
募
集
は
、夏
休
み
以
降

　
　

に
利
用
を
開
始
す
る
児
童
が

　
　

対
象
で
す
。

必
要
書
類

　

①
入
所
申
込
書

　

②
勤
務
証
明
書
な
ど
保
育
で
き

　
　

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

　
　
（
18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
同

　
　

居
者
全
員
分
）

　

③
印
鑑

　

※
申
込
書
類
は
、
子
育
て
支
援

　
　

課
、
市
内
各
ア
フ
タ
ー
ス
ク

　
　

ー
ル
に
あ
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム

　
　

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　
　

ド
で
き
ま
す
。

入
所
手
続　

必
要
書
類
を
子
育
て

　

支
援
課
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○
申
し
込
み
が
定
員
を
超
え
た
場

　

合
は
、入
所
で
き
な
い
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
。

『
食
と
健
康
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

講
座
』受
講
生
募
集

　

食
と
健
康
を
学
び
、
地
域
で
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

内　

容　

栄
養
や
健
康
に
関
す
る

　

講
座
（
調
理
実
習
、
運
動
等
を

　

含
む
）

対　

象　

食
を
通
し
た
健
康
づ
く

　

り
に
関
心
の
あ
る
方
（
年
齢
・

　

性
別
は
問
い
ま
せ
ん
）

期　

間

　

７
月
か
ら
平
成
29
年
１
月
ま
で

　
（
月
1
〜
2
回
）

場　

所

　

①
火
曜
日
開
講
…

　
　

兵
庫
県
社
総
合
庁
舎

　

②
木
曜
日
開
講
…

　
　

西
脇
市
健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

　

※
ど
ち
ら
か
一
方
の
会
場
を
選

　
　

ん
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

定　

員

　

①
の
会
場
…
…
30
人
程
度

　

②
の
会
場
…
…
15
人
程
度

費　

用　

受
講
料
無
料

◎
テ
キ
ス
ト
代
・
実
習
の
材
料
費

　

等
で
、
計
3
，5
0
0
円
程
度

　

の
実
費
負
担
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

北
播
磨
県
民
局
加
東
健
康
福
祉

　

事
務
所

　

健
康
管
理
課

　

☎
4
2
・
9
3
6
5

防防署署署署署署東東消消消消消消消加加加加加東東東消消消防防防 かかからののかかからららのの ららせせせせせせせせらららららおおお知知知知知知知おおおおお知知知ららららららせせせ加東消防署加東消防署からのからのお知らせお知らせ加東消防署加東消防署からのからのお知らせお知らせ加東消防署からのお知らせ 1/1～3/31
火災 8件　救急 453件　救助 12件

明
石
年
金
事
務
所

　
　
　
　

お
客
様
相
談
室

☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３

受
付
時
間　

平
日（
月
〜
金
）

8
時
30
分
〜
17
時
15
分

　熊本地震発生から約半月。未だ多くの人が避難生活を余
儀なくされています。
　一日も早い復興のために日本赤十字社の活動にご理解を
いただき、復興支援のための活動資金提供にご協力をお願
いします。

活動資金にご協力をお願いします

問い合わせ　福祉部社会福祉課（庁舎 1階）　☎43-0409

公演情報公演情報

日　時　5月29日（日）
　　　　13:30開場（14:00開演）
場　所　東条文化会館（コスミックホール）
賛助出演　コスモス加東少年少女合唱団
曲　目　アマポーラ、波を越えてはるかに、ＵＳＪ
　　　　音楽メドレーなど
入場料　無　料

を越えてはるかに、ＵＳＪ
など

問い合わせ
　社吹奏楽団　増田　☎090-5155-3825
問い合わせ
　社吹奏楽団　増田　☎090-5155-3825
問い合わせ
　社吹奏楽団　増田　☎090-5155-3825

て事
務
所

問い合わせ　加東消防署予防係　☎42-3560

　住宅火災による死亡事故を防ぐため、一戸建て住宅やマンション・アパート等
の共同住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。設置していな
い建物には、早急に設置してください。

・北はりま消防組合火災予防条例により、寝室および階段を住宅用火災警報器の義務設置箇所としています。
・ガスコンロからの出火の察知に効果が高いことから、火災報知機の台所への設置もおすすめしています。
・取り付ける場所によって、感知器の種類を変えてください。寝室および階段には煙式、台所
　は熱式がおすすめです。
・住宅用火災警報器は、電気店やホームセンター等で販売されています。購入の際は、日本消
　防検定協会の鑑定（ＮＳマーク）が付いているものを選びましょう。
・消防署の職員が販売したり、消防署から特定の業者に販売を委託したりすることはありま
　せん。悪質な訪問販売や詐欺には十分ご注意ください。
・住宅用火災警報器には、点検義務はありませんが、日頃から動作確認や、電池の点検等をし
　ておきましょう。

住宅用火災警報器を設置していますか？住宅用火災警報器を設置していますか？住宅用火災警報器を設置していますか？住宅用火災警報器を設置していますか？

設置の注意点

ＮＳマーク

等

置箇所とし います


